
校区 対象区域 該当自治会 指定緊急避難場

角野（国領川
の東側）

・角野新田町一丁目１番～７番
・角野新田町二丁目１番～５番、９番
・角野新田町三丁目１番～４番

角野新田
・山根総合体育館
（２階部分）

角野（国領川
の西側）

・北内町二丁目４番～６番、８番、９番
・北内町三丁目２番、９番、１０番
・吉岡町

城主、吉岡、北内
東、一宇

・角野中学校
・上部高齢者福祉
センター

船木

・高祖の一部（客谷川と種子川の合流点付近の土
手沿い）
・国領の一部（市道種子川筋線の沿線一帯と国領
川の間）

高祖、国領
・船木小学校
・船木中学校
・船木公民館

泉川（国領川
の東側）

・国領一丁目の一部（市道種子川筋線と国領川の
間）
・東田一丁目の一部（県道新居浜東港線と国領川
の間）
・東田二丁目の一部（市道東田国領西筋線と国領
川の間、東田自治会館周辺）
・観音原町の一部（県道新居浜東港線の沿線一帯
と国領川の間）

国領一丁目、東
田、下東田

・泉川小学校
・泉川中学校
・泉川公民館
・船木小学校

泉川（国領川
の西側）

・上泉町１３番（マルナカより東側）、１４番～１８番
・岸の上町一丁目５番～１０番、１４番、１５番
・岸の上町二丁目
・下泉町一丁目３番、４番
・下泉町二丁目１番、３番～９番

高庭地、上泉東、
高柳、高柳下、岸
の上、岸の上第
一、岸の上団地、
東原、下泉吹上、
下泉常久

・泉川小学校
・泉川中学校
・泉川公民館
・瀬戸会館
・新居浜商業高校

金子

・城下町
・庄内町一丁目７番～１０番、１３番、１４番
・庄内町二丁目４番、１０番
・庄内町三丁目１番～６番、８番、１０番～１４番
・庄内町四丁目１番～３番
・庄内町五丁目１番～１０番
・庄内町六丁目１番～９番、１１番～１２番
・八雲町１番、２番、１０番～１３番
・田所町１番、２番、６番（用水路より西側）、７番、８
番

城下、庄内、東庄
内、八雲、田所

・ウイメンズプラザ
・新居浜高専
・南中学校（２階以
上）
・地域交流セン
ター（２階以上）

新居浜

・新須賀町一丁目１番、２番（用水路より西側）
・新須賀町二丁目１０番
・新須賀町三丁目
・新須賀町四丁目３番～１５番
・菊本町一丁目１番～３番、５番～８番
・菊本町二丁目２～５番、８、１１番～１４番

新須賀、西新須
賀、昭七、旭、東
町

・新居浜小学校
・新居浜公民館（２
階以上）

高津

・南小松原町７番～１０番、１２番、１３番
・沢津町一丁目１番、３番
・沢津町二丁目９番、１０番
・沢津町三丁目
・清水町４番、６番～１２番
・宇高町三丁目１４番

南小松原、沢津、
北小松原、宇高

・高津小学校
・東中学校
・高津公民館

浮島

・松の木町
・宇高町四丁目
・八幡二丁目１番、５番～１１番
・八幡三丁目８番、９番

松の木、浮島、
（宇高）

・浮島小学校
・川東高齢者福祉
センター（２階以
上）

垣生
・垣生五丁目６番～８番
・垣生六丁目１番～６番、１１番～１５番

町北西、町中
・垣生小学校
・垣生公民館

１　浸水に対する避難勧告等の対象区域
別表１（１）　国領川浸水想定区域


